
八潮市景観計画に基づく届出等について 

 

八潮市では、景観法に基づく景観計画を平成 19 年 3 月 30 日に決定、7 月 1 日

から施行しています。 

この景観計画の施行に伴い、景観法の規定による「届出」が必要となります。 

 届 出（景観法第 16 条）                                                 

□八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例の規定による開発事業事前協議

を行った行為については、同条例第 75 条第 1 項の開発事業申請書の提出と同

時に届出てください。 

□その他の行為を行う場合については、対象行為着手の 30 日前までに届出てく

ださい。 

必要書類（正副 2 部） （中川周辺地区特定区域は、別紙「景観計画特定区域に

おける景観形成の基準」を参照） 

□届出書（様式第 22 号） 

□街並み景観配慮事項説明書 

□別紙 1 建築物別概要追加書(届出に係る建築物が 2 以上ある場合のみ) 

□届出に係る敷地及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺 1/2,500 以上のもの 

□対象敷地等及びその周辺の状況を示す写真 

□建築物等の配置図又は土地利用計画図で縮尺 1/100 以上のもの 

（配置図には、植栽の配置と立木の種類をお書きください。） 

□彩色が施された 2 面以上の立面図で縮尺 1/50 以上のもの 

□完成鳥瞰図若しくはこれに準じるもの（4 面以上の彩色立面図） 

□前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書 

届出の審査基準 

 八潮市景観計画における「景観形成基準」及び「色彩基準」により審査します。 

なお、地域性に配慮し、市域を区分し基準を設けていますのでご確認ください。 

勧告基準 

 八潮市景観計画における色彩基準に適合しない場合は「勧告」します。 

なお、建築物については「変更命令」となる場合があります。 

届出の流れ 

□景観区域内の「建築物」及び「工作物」については、八潮市景観計画を遵守し、

計画・設計を行ってください。 

□届出が必要か否かを確認してください。必要に応じて届出前の相談をお願いし

ます。（届出対象区域及び届出対象行為については、裏面をご覧ください） 

□市内全域が景観区域です。市域を区分し基準を設けていますのでご確認くださ

い。（市域の区分及び色彩基準については、裏面図表をご覧ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出 届出後30日以内は工事の着工ができません。

適合通知日以降は着工可能です。

審 査

適合する場合

指 導

適合しない場合

指導に従い

修正 指導に従わない

（届出内容が景観区分別基準に適合しているか審査）

ま
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適合通知書（要綱２）

行為の着手

勧告又は変更命令等

（法16-3） （法17-1）

●届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下

の罰金に処せられる可能性があります。（法第103条）

●変更命令に従わなかった場合、50万円以下の罰金に
処せられる可能性があります。（法第102条）

（意見）

ま
ち
づ
く
り

推
進
会
議

(§70)

(§43-2)

（助言）

【お問い合わせ】                   R8.4 作成 

 八潮市役所 都市計画課 都市計画・公共交通係 

 〒３４０－８５８８ 埼玉県八潮市中央一丁目２番地１ 

 ＴＥＬ ０４８（９９６）２１１１（代表）（内線３４８） 

 ＦＡＸ ０４８（９９７）７６６９ 

 



届出対象区域及び届出対象行為 

１．八潮駅周辺商業特定区域 
○対象区域は、八潮駅周辺の「商業地域」及び「近隣商業地域」です。 
○届出対象行為は、次のとおりです。 
⑴建築物 
・全ての建築物の新築、増築及び改築 
・各壁面の 1/10 以上の面積を変更する修繕・模様替え・色彩の変更 

⑵工作物 
・建築基準法第 88 条第 1 項及び第 2 項に規定する工作物の新設 
・上記工作物の外観の総面積の 1/10 以上の面積を変更する修繕・模様替
え・色彩の変更 

２．八潮南部東まちづくり推進地区特定区域 
○対象区域は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例第 19 条第 1 項第

4 号により指定された「八潮南部東まちづくり推進地区」です。 
○届出対象行為は、「八潮駅周辺商業特定区域」と同様です。 

３．中川周辺地区特定区域 
○対象区域及び届出対象行為は、別紙「景観計画特定区域における景観形成の
基準」を参照。 

４．その他の区域（景観計画区域） 
○対象区域は、上記１～３の特定区域以外の市内全域です。 
○届出対象行為は、次のとおりです。 
⑴建築物 
・延べ面積の合計が 500 ㎡以上又は高さ（屋上突出物がある場合は当該突
出物の上端における高さとする。以下同じ）が 10ｍを超える建築物の
新築又は改築 

・増築後の延べ面積の合計が 500 ㎡以上又は高さが 10ｍを超えるもので、
増築部分の延べ面積の合計が 10 ㎡を超えるもの 

・延べ面積の合計が 500 ㎡以上又は高さが 10ｍを超える建築物の各壁面
の 1/10 以上の面積を変更する修繕・模様替え・色彩の変更 

 

 

 

 

 

 

⑵工作物 
・建築基準法第 88 条第 1 項及び第 2 項に規定する工作物の新設 
・上記工作物の外観の総面積の 1/10 以上の面積を変更する修繕、模様替
え、色彩の変更 

 

市域の区分 

 市内全域が景観区域です。市域の区分は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色彩基準 

 建築物及び工作物の外観の色彩基準は市内の区分ごとに下表のとおりです。 

※景観計画特定区域については別に基準を定めていますのでご確認ください。 
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を超える 
500㎡ 
以上 

⑤-２   ⑤ 



景観計画特定区域における景観形成の基準 

 

八潮市景観計画では、地域性を活かした景観まちづくりを推進するために、「景観

計画特定区域」を定めています。 

特定区域においては、特定区域毎における景観形成基準及び色彩基準を設けていま

す。 

特定区域内での建築行為等については、これらの基準を遵守し、計画・設計及び届

出を行ってください。 

１．八潮駅周辺商業特定区域  

①届出が必要な行為 

全ての建築行為等 

②景観形成基準 

第１章第２節第４景観区分別基準における「（１）中心商業地」の景観形成

基準に加え、主に下表の事項に配慮するものとします。 

③色彩基準 

第１章第２節第４景観区分別基準における「（１）中心商業地」の色彩基準

と同様とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八潮市景観計画における 

特定区域の位置図 

 

２．八潮南部東まちづくり推進地区特定区域                別紙 

八潮南部東まちづくり推進地区特定区域につい 

ては、区分を３つのゾーンに区分し基準を定めて 

います。 

区域の位置及び区分は右図のとおりです。 

【凡例】    八潮南部東まちづくり推進地区特定区域 

       にぎわいゾーン 

       快適な住環境ゾーン 

       健康・交流ゾーン                 区域の位置及びゾーン区分図 

①届出が必要な行為 

全ての建築行為等 

②景観形成基準 

第１章第２節第４景観区分別基準における「（３）新市街地」の景観形成基

準に加え、主に下表の事項に配慮するものとします。 

③色彩基準 

「にぎわいゾーン」及び「健康・交流ゾーン」における大規模開発事業について

は、第１章第２節第４景観区分別基準における「（３）新市街地」の色彩基準に

加え、以下の基準を定めます。 

（大規模開発事業における色彩基準）                      

基準 

明度は７以上を原則とする。 

項 目 
建築行為の主な配慮事項 

にぎわいゾーン 快適な住環境ゾーン 健康・交流ゾーン 

壁面の位置の制限

を受ける部分 

・垳三郷線に面する部分

は、賑わいの創出のた

め、歩行者の妨げになら

ない範囲でベンチやプ

ランターの設置に配慮

します。 

－ 

・垳三郷線に面する部分

は、賑わいの創出のた

め、歩行者の妨げにな

らない範囲でベンチや

プランターの設置に配

慮します。 

・舗装は周囲との調和を図

ります。 
－ 

・舗装は周囲との調和を

図ります。 

屋
外
広
告
物
等 

種 類 
・一般広告物の設置を避ける。 － 

・屋上看板の設置を避ける。 － 

位 置 

・外壁面への設置に努めます。 

・単独看板の設置は避け、

複数のテナントで共同設

置します。 

・最小限の掲出とし

ます。 
－ 

・隣接する敷地に設置され

ている広告物との高さを

揃えます。 

－ － 

・ガラス面を利用した掲出は避けます。 

項   目 建築行為の主な配慮事項 

形態・ 

意匠・ 

素材 

屋外階段

等 

・ 

 

表通りに面する部分には、屋外階段や突き

出しのバルコニーの設置は避けます。 

デザイン ・ 
表通りに面する部分は、正面を意識したデ

ザインに努めます。 

後退部分 

・ 

 

商業地域においては、後退部分の隣地境界

線に柵を設けません。 

・ 

 

賑わいの創出のため、歩行者の妨げになら

ない範囲で可動式ベンチやプランターの設

置に配慮します。 

・ 
通りに面して自動販売機の設置はしないよ

うに努めます。 

・ 舗装は周囲との調和を図ります。 

屋外 

広告

物 

位 置 

・ 

 

外壁面への設置に努めます。やむを得ない

場合に設置する袖看板は、通りごとに設置

位置を揃えます。 

・ 
単独看板の設置は避け、複数のテナントで

共同設置します。 

・ 
隣接する建築物に設置されている広告物と

の高さを揃えます。 

八潮南部東まちづくり推進 

地区特定区域（右面参照） 

八潮駅周辺商業特定区域 

潮止小学校      

快適な住環境ゾーン     

健康・交流ゾーン      

快適な住環境ゾーン      

にぎわいゾーン      



３．中川周辺地区特定区域 

中川やしおスポーツパークの南側から

新中川橋までの中川遊歩道（旧堤防）と

新堤防の間に広がる二丁目・木曽根・南

川崎の各一部の区域については、「中川

周辺地区特定区域」として位置づけてお

り、対象区域は右図の太線で示される区

域です。 

なお、中川周辺地区特定区域は第一種

農地のため、原則農地からの転用はでき

ません。 

 

 

①届出が必要な行為及び届出に関する書類 

〇届出対象行為は次のとおりです。 

・物件のたい積：ア 土地の面積が 300㎡以上のもの 

イ たい積物の高さが 1．5ｍを超えるもの 

ウ 物件のたい積する敷地を拡張する場合で拡張後の面積が

300㎡以上のもの 

・太陽光発電設備：ア 設置面積が 300㎡以上のもの 

イ 太陽光発電設備の高さが 1．5ｍを超えるもの 

ウ 太陽光発電設備の定格出力が 10ｋｗ以上のもの 

・工 作 物：ア 建築基準法第 88条第 1項及び第 2項に規定する工作 

物の新設（例：６ｍ以上の煙突、４ｍ以上の広告塔等） 

        イ 上記工作物の外観の総面積の１０分の１以上の面積を変

更する修繕、模様替え及び色彩の変更 

 

〇届出書類は次のとおりです。 

(1)物件のたい積 

□届出書（様式第 22号） 

 □物件のたい積を行う敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面 

  □当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 

  □当該敷地の区域内における物件のたい積を行う位置、方法及び高さを表示す

る図面 

  □当該敷地に設置する塀又はさく等の状況を表示する図面 

  □前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

 

(2)太陽光発電設備及び工作物 

 ・通常の景観法第 16条の届出と同じ 

（「八潮市景観計画に基づく届出等について」における必要書類を参照） 

②景観形成基準 

 

③色彩基準 

物件のたい積に伴う塀又はさく等や照明等、太陽光発電設備及び工作物の外観

に使用できる色彩の範囲は以下のとおりとします。 

ただし、着色していない素材の色彩、工作物で法令上の制限によりやむを得な

い場合に使用する色彩、又は、見附面積の１０分の１未満の範囲で使用されるア

クセントカラーは除きます。 

 

 

 

 

項   目 行為の配慮事項 

物件のたい積 

・たい積物は、たい積する高さをできるだけ抑え、整然と積み上

げる等、周辺の農地景観との調和や外部からの見え方に配慮し

ます（ただし、土砂のたい積等は除く。）。 

太陽光発電設備 

・パネルの色彩は黒又は濃紺もしくは低明度・低彩度のものを使

用します。 

・パネルは、反射が少なく模様が目立たないものを使用します。 

・パネルのフレームや架台の色彩は、パネル部と同色にする等パ

ネルとの一体性や周辺の農地景観に配慮します。 

・付属設備は、周辺の農地景観との調和を図ります。 

広告物 

・広告物の掲出は避けます。やむを得ず掲出する場合は、突出し

た色彩や照明、電光掲示の使用は避け、周辺の農地景観との調

和を図ります。 

上記の行為に 

関する共通事項 

照 明 
・農作物など周辺への影響を与えないよう、光量や光源の向き、

設置数・位置、点灯時間帯等に配慮します。 

塀又は 

さく等 

・自然素材を使用するよう努めます。また、落ち着いた色彩のも

のを使用します。 

・周辺への圧迫感の軽減に配慮し、開放的な構造のものを使用す

るよう努めます。 

・塀又はさく等は、植栽の内側に設置するよう努めます。また、

高さは、２ｍ以下となるよう努めます。 

植 栽 
・敷地外周部を常緑樹等で緑化し、修景を行うよう努めます（た

だし、広告物を設置する場合は除く。）。 

色 彩 ・周辺の農地景観に配慮し、低明度・低彩度を基調とします。 

その他 
・美観を維持できるように、定期的にメンテナンスを行うように

努めます。 

色 相 明 度 彩 度 

Ｒ．ＹＲ．Ｙ  ３以上８以下 ４以下 

上記以外の有彩色 ３以上８以下 ２以下 

無彩色（Ｎ） ３以上８以下 ―――  

【お問い合わせ】                   R7.4 作成 

 八潮市役所 都市計画課 都市計画係 

 〒３４０－８５８８ 埼玉県八潮市中央一丁目２番地１ 

 ＴＥＬ ０４８（９９６）２１１１（代表）（内線３４８） 

 ＦＡＸ ０４８（９９７）７６６９ 


